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　新年あけましておめでとうございます。
　会員の皆様におかれましては、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。
平素は商工会の事業運営に温かいご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　新型コロナウイルス感染症との共存が日常となっております昨今、事業形態がコロナ前
に戻らないのではないかと不安に感じる事業者の方が多いと思います。新型コロナウイル
スの感染拡大は、人々の生活様式や消費行動を大きく変え、売上が大きく減少した事業者
の方も多いはずです。
　昨年、会長に就任してまだ日は浅いですが、会員の皆様からコロナ禍で厳しい状況であること、不安であることな
どのお声を頂いております。
　このような状況下においても、商工会と致しましては各種経済・金融等、支援情報を発信して支援策を提案してま
いりました。現在も各種支援施策を多くの会員の皆様にご活用頂いており、苦しい中でも創意工夫した取り組みに
より、少しでも売上げを確保し、事業を継続しようとする前向きな想いを感じ取っております。
　令和４年は、まだまだ予断を許さない状況とはいえ、アフターコロナを見据えた経営支援、商工会の使命をあらた
めて明確にし、会員の皆様の様々な経営課題を巡回・窓口相談による経営支援など、果たすべき役割を確実に実践
してまいりたいと思います。
　商工会は会員の皆様のニーズに応え、会員相互の利益、地域経済の発展を図ることを目的として、気持ちを新た
に諸事業に取り組んでまいります。
　最後となりますが、会員の皆様のご繁栄とご多幸を心よりご祈念申し上げ、挨拶といたします。

令和４年１月１日
垂井町商工会　会長　小野 彰

令和４年１月１日　現在
商工会 会員数／525
・ 法定会員／501
・ 定款会員／　 6
・ 賛助会員／　18

　　《取扱店の皆さんへ》
プレミアム商品券の
　　　　　換金期限は
1月31日(月)までです。
お忘れのないように願います。

令和３年１月以降 加入会員さん
表佐地区 
栗原地区 
東　地　区 
垂井地区 
東　地　区 
宮代地区 
府中地区 
表佐地区 
垂井地区 
東　地　区 
垂井地区 
栗原地区 
垂井地区 

クリックデンキ（電気工事）
兒玉製作所（塗装業）
スナックエスカ（飲食業）
制服専門店トンボショップコマツヤ（学生服販売）
白玉椿（左官業、天然石小売）
ROCKING CHAIR（美容業）
市岡塗装（塗装業）
とくし丸７号車 スーパー・センター垂井（移動スーパー）
accord（エステティックサロン）
㈳ポリライオン（インターネットサービス、教育事業）
中日新聞垂井専売店（新聞販売）
㈱イーオーエル（一般卸売業）
(同)MARKS（飲食業）

たくさんのご加入
ありがとうございました！

までに伝票及び決算関係書類を商工会へ提出ください。
期限内申告のため、ご協力をお願いします。

確定申告書を書面で提出される方は、必ず税務署の収受印をもらいましょう。
給付金の申請や融資を受ける時などに必要となります。

決算・確定申告指導のお知らせ

源泉事務(年末調整）指導のお知らせ

★日　　時 ： 2月 3日(木) 、 2月10日(木) 、 2月17日(木) 、 
　　　　　　2月24日(木) 、 2月28日(月) 、 3月 3日(木) 、 
　　　　　　3月 8日(火) 、 3月10日(木) 、 3月15日(火)
　　　　　　9：00～16：00　（3月15日は午前中のみ）
★場　　所 ： 垂井町商工会館　会議室
★指導担当　税理士 清水 裕雅 氏 、 税理士 吉安 聰 氏、 税理士 春日部 敬子 氏

★日　　時 ： 1月11日(火)　 9:00～11:30　　垂井地区
　　　　　　　　〃　　　　13:00～16:00　　東　地　区 、 栗原地区
　　　　　　1月12日(水)　 9:00～11:30　　宮代地区 、 府中地区
　　　　　　　　〃　　　　13:00～16:00　　表佐地区 、 岩手地区
★場　　所 ： 垂井町商工会館　会議室
★持　ち　物 ： ①源泉徴収簿
　　　　　　②納付書
　　　　　　③法定調書合計表など
　　　　　　④証明書（健康保険、国民年金、生命保険、地震保険、企業共済等）
　　　　　　⑤前年度の源泉徴収簿等の書類

○指導時間は一事業所 1時間とさせていただきます。 
○完全予約制となっておりますので、垂井町商工会（☎２２- 0 3 9 0）までお電話ください。

＊この事業は県の補助を受けて実施しています。

税理士による無料相談会を開催します。e-Taxもその場で送信ＯＫ！
今年の確定申告期間は２月１６日（水）～３月１５日（火）です。
期限内に申告納付ができるよう、早めの対策をしましょう。

機械化の方は…1月28日（金） 自主記帳の方は…2月25日（金）

〇提出書類には必ず住所、氏名、マイナンバーなどを記載の上お越しください。
〇新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、指導日を地区別(小学校区別)に指定させていただきます。
　指定日にご都合のつかない方は別日にお越しください。

e-Tax

商工会での決算・確定申告を申し込まれた方で、



インボイス制度セミナー開催 お役立ち情報
～今ご活用頂ける補助金スケジュール～

WEBセミナー
経営に役立つ!! 経営セミナー ～自宅に居ながらお手軽にご覧頂けます～

2023年（令和５年）10月１日から導入開始！
インボイス制度とは？
　12月2日（木）に公認会計士 三浦陽平氏を講師として招き、インボイス制度
導入についてのセミナーを開催しました。
　本セミナーでは、インボイス制度の導入による影響をわかりやすく説明する
とともに、具体的な対応についてセミナー終了後、実践いただく事が出来る内
容となりました。

インボイス制度とは？

◯インボイス制度に関するお問合せ先

　インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書（インボイス）とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額
等を伝えるものです。令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式と
してインボイス制度が開始されます。適格請求書（インボイス）を発行できるの
は、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるた
めには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

課税事業者への影響
　課税事業者はインボイス制度が導入される前も後も消費税の支払い義務があることに変わりありませんが、必ず税務
署で適格請求書発行事業者の登録をしなければなりません。それに伴い、インボイス制度に対応する会社の経理システ
ムを導入することも必要となってきます。
　また取引先に免税事業者がいる場合、免税事業者が課税事業者に登録するかどうか確認しなければなりません。イン
ボイス制度が導入されると、免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外になってしまいます。

免税事業者への影響
　免税事業者で課税事業者と取引をしてい
る場合は、課税事業者になるかどうか選択を
迫られます。もし課税事業者に登録できない
となると、課税事業者との取引が終了してし
まうかもしれません。
　課税事業者になると、これまで免除されて
いた消費税の支払い義務が発生するため、
納税額が大きな負担になることが予想され
ます。

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電
話相談センターで受け付けております。

【フリーダイヤル】0120－205－553 （無料）
【受付時間】9：00～17：00 （土日祝除く）
税務署にて個別相談（具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど
電話での回答が困難な相談）も受け付けております。
インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁ホームページ
（https://www.nta.go.jp） の「インボイス制度特設サイト」 をご覧ください。

ＷＥＢセミナーは、会社や自宅にいながら、無料で受講できます。
商工会ホームページより右記アカウント（ＩＤとパスワード）で
アクセスしてください。
垂井町商工会HP ：  http://www.taruishoko.jp/

岐阜県商工会連合会が主催するインターネット・セミナーです。
自宅にいながらにして、100を超える役に立つセミナーがいつでも視聴できます。
コロナ禍で外出に抵抗ある方でも、お気軽にセミナーや研修会に参加できます。是非ご活用ください。

ログインＩＤ ： ３６１１
パスワード ： ３６１１

インボイス制度
公表サイト（国税庁）

【インボイス登録申請スケジュール】

令和3年10月1日

登録申請手続は

令和3年10月1日
から可能です。

令和5年3月31日 令和5年10月1日

令和5年10月1日から登録を

受けるためには、原則として

令和5年3月31日
までに登録申請手続を行う必要があります。

登録申請の
受付開始

適格請求書等
保存方式の開始

● 持続化補助金（一般型） 第７回 令和４年２月４日（金）申請期限
　 https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/　【全国商工会連合会】
　【事業概要】
　 策定した「経営計画」に基づき、関係機関の支援を受けながら実施する、地道な販路開拓
　 等のための取組であること。
　 あるいは、販路開拓の取組とあわせて行う業務効率化のための取組であること。
　 補助率 ： ２／３　　補助上限額 ： ５０万円

● 持続化補助金（低感染リスク型）
　 第５回 令和４年１月１２日（水）、第６回 ３月９日（水）申請期限
　 https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004S7UcEAK【全国商工会連合会】
　【事業概要】
　 小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止の
　 ための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たな
　 ビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。
　 補助率 ： ３／４　　補助上限額 ： １００万円
　 ※補助金申請システム（Jグランツ）による電子申請のみ受け付けます。
　 ※申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
　 https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show


